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１ 本書の位置付け 

本書は、茅ヶ崎市民文化会館、茅ヶ崎市美術館、茅ヶ崎市茶室・書院指定管理者申請

要項（以下「要項」という。）と一体のものであり、茅ヶ崎市美術館（以下「美術館」と

いう。）の管理運営業務を指定管理者が行うにあたり、茅ヶ崎市美術館条例（平成１０年

茅ヶ崎市条例第６号。以下「条例」という。）及び茅ヶ崎市美術館条例施行規則（平成１

０年茅ヶ崎市規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、指定管理者に求

める管理運営の業務内容及び水準等を示すものである。 

 

２ 管理運営方針 

(1) 管理運営の基本的な考え方 

茅ヶ崎の歴史・風土等を反映した特色ある郷土美術を後世に伝える施設で、主に次

の役割を担っており、これらの役割を果たすために日々発展する技術等を積極的に取

り入れ研鑽を積みながら、専門性を向上していくことが求められている。 

ア ゆかりのある作品等を中心として体系的な収集活動や調査研究を行い、地域の文

化資源を継承する。 

イ 収集した作品等の展示公開や教育普及事業、市民の創作活動の支援等により、広

く鑑賞・体験等の機会を提供することで、市民が身近な場所で文化芸術に親しめる

環境の充実を図るとともに、次世代を担う子ども達の豊かな心や創造性の育成に寄

与する。 

ウ 地域や関係機関等と協力・連携することで美術館の活動を充実・発展させ、文化

芸術のみならず多様な分野における価値の創出につなげ、地域社会への還元を図る。 

(2) 管理運営業務の留意事項 

管理運営にあたっては、利用者の満足を追求し、質の高いサービスの提供のため、

社会情勢や利用者のニーズ等を捉えながら、効率的かつ効果的な事業運営に努めるこ

ととし、次に掲げる事項に十分に留意すること。 

ア 管理運営業務を行う上で関係する法令及び条例等（以下「関係法令等」という。）

を遵守し、関係法令等に改正があった場合には、適切に対処すること。 

イ 利用者が施設、附属設備及び備品等（以下「施設等」という。）を利用しやすいよ

う常にサービスの向上に努め、利用者の増加を図ること。 

ウ 効率的な管理運営を行い、経費の縮減に努めること。 

エ 施設に住宅が隣接していることから、近隣住民に配慮し、良好な関係を維持する

こと。 

オ 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン（以下「文化生涯学習プラン」という。）の趣旨に基

づき、文化生涯学習に関する施策の総合的、効果的な推進に寄与すること。 

カ カフェ（施設内のコーヒーショップにおいて、茅ヶ崎市市有財産規則（平成１１

年茅ヶ崎市規則第４９号）に規定する行政財産の目的外使用許可を受けた事業者に

より運営している飲食店をいう。以下同じ。）の事業者（以下「カフェ事業者」とい

う。）と連携し施設等の維持管理に努めるほか、美術館の魅力向上及びサービスの向

上を図ること。 

 

３ 業務内容及び水準 

(1) 施設の運営に関する業務 

指定管理者は、施設を円滑に運営し、利便性、安全性及び快適性の向上に努めるこ

と。また、指定管理者は、茅ヶ崎市行政手続条例（平成９年茅ヶ崎市条例第２号）の

「行政庁」に含まれることから、施設等の使用の承認等は同条例の定めに従って行う

こと。 
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ア 美術品の展覧会に関する業務 

(ｱ) 文化芸術事業の企画及び運営 

ａ 収蔵作品展・企画展・共催展の企画及び運営 

ｂ 展覧会等の企画及び運営のために必要な美術品及び資料の借用 

ｃ 関係機関等との連絡調整 

ｄ 観覧券、年間パスポートの作成・交付 

ｅ ポスター・チラシ類の作成・配布・掲示 

ｆ 事業の広報宣伝 

ｇ 会場内の点検・監視 

ｈ 会場等の案内 

ｉ 図録の作成 

(a) 指定管理者は、展覧会の記録として、その内容や規模に応じて適宜図録を作

成することとし、毎年度事業計画作成時に決定すること。 

(b) 図録を作成する際は、市の保管用等のために必要な部数（データを含む）を

作成し市へ提出すること。 

(c) 指定管理者が作成した図録が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第

１項第１号に規定する著作物に該当する場合には、当該図録に係る指定管理者

の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利をいう。）を当

該図録の引渡し時に市に無償で譲渡する。 

(d) 指定管理者は、図録が著作物に該当するとしないとにかかわらず、市が承諾

した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、当該成果物の内容を公表す

ることができる。 

(e) 指定管理者は、作成した図録について、(8) ク(ｲ) に規定する事業として、

自らの負担により印刷し、頒布することができる。 

ｊ 令和５年度以前に作成した図録及びポストカードの販売 

令和５年度以前に作成した図録及びポストカードについては、毎年度市と指定

管理者で収納事務委託に係る契約を締結し、その頒布代は市の収入とする。 

(ｲ) 観覧者の受付等に関する業務 

(ｳ) 観覧料の収受・減免・還付 

徴収した全ての観覧料について帳簿を作成する等適正な管理を行うこと。 

イ 創造育成事業に関する業務 

(ｱ) 講演会・講習会・講座・ワークショップ等の企画及び運営 

(ｲ) 次世代育成のための事業の企画及び運営 

なお、ア(ｱ) のｂ、ｃ及びｅからｈまでは、創造育成事業に関する業務について

準用する。 

ウ 美術館の使用の承認に関する業務 

(ｱ) アトリエ、展示室２及び展示室３（以下「アトリエ等」という。）の使用の承認

（変更を含む）、取消等 

(ｲ) アトリエ等の使用に係る利用料金（以下「アトリエ等利用料金」という。）の収

受・減免・還付 

徴収した全てのアトリエ等利用料金について帳簿を作成する等適正な管理を行

うこと。 

(ｳ) 利用者の受付等に関する業務（アトリエ等の開錠及び施錠、利用者が持ち込む器

材等の搬入搬出の立会い等） 

(ｴ) アトリエ等の使用の案内（案内書等の作成） 

(ｵ) アトリエ等の使用に係る問い合わせへの対応 
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(ｶ) アトリエ等の使用記録及び管理表の作成 

(ｷ) アトリエ等における販売行為等の承認 

エ 利用料金設定に関する業務 

オ 自主事業に関する業務 

(ｱ) 施設の活性化やサービスの向上を目的として施設の設置目的に適合する範囲内

で、効果的な自主事業を企画し実施すること。実施に係る経費については、参加者

から実費相当の利用料金を徴収することができる。 

(ｲ) 文化生涯学習プランの趣旨に基づき、文化生涯学習に関する施策の総合的、効果

的な推進に寄与するような企画及び運営を行うよう努めるとともに、市の文化振興

及び本施設の利用促進を図るため、自主事業の充実に努めること。 

(ｳ) 市民及び利用者等の要望を反映させるよう努めること。 

カ 業務の実施にあたり必要な美術品等に係る、著作権法において規定されている権

利等の調査及び利用の許諾取得に関する業務 

キ 職員体制に関する業務 

(ｱ) 職員配置 

利用者の安全確保やサービスの向上を図るため、職員（施設に勤務する者をい

う。）の配置構成等を提案し、市と協議の上決定すること。 

(ｲ) 配置人数 

施設の管理運営に必要な人数を配置すること。 

(ｳ) 人材育成 

施設の管理運営に必要な知識及び技術の習得並びに資質の向上等を図るため、研

修等の計画的な実施に努めること。 

ク その他施設の運営に関する業務 

(ｱ) 利用者への適切な応対 

(ｲ) 資料置場の設置 

利用者が手に取りやすい位置に資料置場を設置し、常時整理整頓を行うこと。ま

た、他の公共施設等の資料についても依頼に応じ配架すること。 

(ｳ) 苦情、要望対応 

利用者及び市民より、苦情、要望等があったときは、迅速かつ適切に対応し、随

時市に報告すること。 

(ｴ) 遺失物対応 

遺失物の受け取りや警察への届出等を行うこと。 

(ｵ) 掲示板へのポスター、チラシの掲示 

(ｶ) 鍵の管理 

施設等に関連する全ての鍵の管理・保管・鍵管理台帳の整備を行うこと。 

(ｷ) 急病、けが等への対応 

急病、けが等が発生した場合には的確に対応するとともに、職員に対し、ＡＥＤ

（自動体外式除細動器）に対応できる普通救命講習を受講させること。 

(ｸ) 感染症対策 

利用者と職員の適切な感染症対策を行うこと。 

(ｹ) その他の業務 

施設等の管理運営上又は設置目的を達成するため市が必要と認める業務を行う

こと。 

 

(2) 広報及び利用案内等に関する業務 

指定管理者は、広く施設や事業の広報を行うほか、分かりやすい利用案内を行い、
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サービスの向上や利用促進を図るとともに、市民に身近で開かれた施設として親しま

れるよう努めること。 

ア 広報に関する業務 

(ｱ) ホームページの作成及び管理運営 

ホームページの作成及び管理運営を行うこと。美術館の事業及び施設利用に関する

情報等については、利用者の利便性に供するよう主体的に更新すること。なお、大幅

なコンテンツの更新にあたっては、事前に市と協議を行うこと。 

(ｲ) 様々な媒体を用いた広報 

指定の媒体以外においても、様々な媒体を用いて効果的な広報を行うこと。 

イ 利用案内等に関する業務 

(ｱ) 施設利用案内の作成 

市民及び利用者等にわかりやすい施設利用案内を作成すること。 

(ｲ) 各種事業案内の作成 

指定管理者主催の講座、ワークショップ等の各種事業案内を作成すること。 

ウ 指定管理者の表示 

美術館が指定管理者により管理運営されていることを利用者に示すため、施設内や

パンフレット等に指定管理者名等を表示すること。 

 

【施設内の表示】 

   茅ヶ崎市美術館を管理する指定管理者の表示   

      

  当施設は、茅ヶ崎市の指定を受けた下記の団体が管理しています。   

  
団体の名称及び代表者の氏名  

  
団体の所在地  

  指定年月日 令和  年  月  日   

  指定期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日   

  管理責任者の名     

  連絡先    

     

  茅ヶ崎市   

        担当 文化スポーツ部文化推進課文化推進担当   

  電話 ０４６７－８１－７１４８         

 

【印刷物等の表示例】 

茅ヶ崎市美術館は、茅ヶ崎市から指定管理者の指定を受けた△△△△株式会

社（財、社、ＮＰＯ法人）が管理運営を行っています。 

 指定管理者 △△△△株式会社（財、社、ＮＰＯ法人） 

 電   話 ××××－××－××××  

 

 

(3) 様々な活動主体との連携等に関する業務 

指定管理者は、文化生涯学習の推進を図るため、次のとおり努めること。 

ア 市民等が行う文化芸術活動への支援 

イ 事業者、学校及びＮＰＯ法人等との協力 

ウ 他の美術館等との連携 

エ カフェ事業者と連携した事業企画や相互の広報・案内など、利用者サービスの向

上のための協力 
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(4) 文化生涯学習を推進する市の施策等の充実に関する業務 

指定管理者は、市が実施する文化生涯学習活動を推進する施策及び事業の充実を図

るため、次の事項を実施することとする。なお、事業の実施にあたっては事前に市と

調整することとする。 

ア 次世代育成のための学校等との連携 

美術を通して子どもたちの豊かな創造性や感受性が育まれるよう、鑑賞、体験及び

学習の機会を提供すること。 

また、教員等を対象とする事業を実施し、授業等における鑑賞・体験機会の効果的

な活用方法等を共有し、文化芸術教育のさらなる充実に寄与すること。 

企画にあたっては、教育現場の事情に十分配慮し、教職員や児童生徒等が参加しや

すい運営手法を検討すること。 

イ 姉妹都市交流事業（周年事業等適宜実施） 

平成２６年１０月に姉妹都市締結をしたハワイ州ホノルル市・郡との文化交流事業

を通じて、両市の相互理解の増進と文化芸術の発展に寄与すること。 

ウ 文化生涯学習事業に関する周知及び支援 

 

(5) 危機管理に関する業務 

ア 災害への対応に関する業務 

茅ヶ崎市地域防災計画やその他法令に基づき、日頃から災害（火事、地震、津波、

大雨等）の発生に備え、必要な連絡調整等を行うとともに、災害発生時には適切に対

応を行うこと。 

(ｱ) 災害対応マニュアルの作成 

災害発生時の対応に関する各種マニュアルを作成すること。 

(ｲ) 災害発生時の対応 

災害発生時は利用者の避難、誘導、安全確保等を行うこと。 

(ｳ) 施設外における対応 

(ｱ) 及び(ｲ) は、施設外で事業を実施する場合も同様とする。 

(ｴ) 津波一時退避場所の開設 

津波一時退避場所の開設及び避難者の受入に関して、市に協力すること。 

(ｵ) 災害発生時における開館時間等の変更 

災害発生時に市が必要と認めたときは、開館時間等を変更すること。 

(ｶ) 災害発生時における協力 

災害発生時において、市が協力を求めた事項に応じること。 

(ｷ) 消防本部又は消防署との調整及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）の規定に

基づく書類の提出 

(ｸ) 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）による消防訓練の実施（年２回以上） 

(ｹ) 防火管理者の選任 

(ｺ) 法令に基づく防火体制等の構築 

イ 緊急事態への対応に関する業務 

(ｱ) 緊急事態対応マニュアルの作成 

緊急事態（災害以外の危機（事件、事故、個人情報漏洩、情報システムに関する

事故等））の対応に関する各種マニュアル作成を行うこと。 

(ｲ) 緊急事態発生時の対応 

緊急事態発生時は利用者の避難、誘導、安全確保等、的確な対応を行うこと。 

(ｳ) 市への報告 



 ７ 

緊急事態発生時には、直ちにその旨を市に報告すること。 

(ｴ) 施設外における対応 

(ｱ) から(ｳ) までについては、施設外で事業を実施する場合も同様とする。 

ウ 感染症対策に関する業務 

(ｱ) 感染症への備えに関すること。 

感染症が発生した場合や感染症がまん延する恐れがある場合を想定し、行政機関

の決定やガイドライン等の情報を収集し、各種マニュアルの作成等を行うこと。 

(ｲ) 感染予防対策に関すること。 

感染症まん延の恐れがあるときは、感染予防対策を行うこと。 

(ｳ) 利用者への注意喚起に関すること。 

感染症まん延の恐れがあるときは、利用者に感染予防対策を行った上での利用に

ついて周知を行い、協力を求めること。 

エ 職員研修 

指定管理者は、様々な危機に対応するため、職員の研修や訓練を実施すること。 

オ 個人情報の保護 

個人情報保護に係る関係法令等を遵守し、個人情報の漏洩がないようにすること。 

また、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しては

ならない。指定期間の終了（指定の取り消しを含む）後、並びに従事者が職務を退い

た後においても同様とする。 

 

(6) 施設等の維持管理に関する業務 

指定管理者は、関係法令等を遵守し、「施設管理者のための建物維持管理の手引き」

を基本に、施設等の清掃業務や保守定期点検業務等を定められた回数実施するほか、

備品等を含め常に良好な状態を保ち、利用者が安全、快適かつ衛生的に施設等を利用

できる環境を維持すること。 

ア 保守管理業務 

(ｱ) 保守管理 

施設等に異常がないか常時確認し、美観を損なうことのないよう保守管理を行う

こと。 

(ｲ) 市への報告 

施設等の損傷等により利用者に危害を及ぼすことのないよう、異常が発生した際

には適切な処置を施すとともに遅滞なく市へ報告すること。 

(ｳ) 附属設備の点検 

附属設備（電気設備、空調機器設備、通信設備、給排水設備、消防設備、警備設

備等をいう。以下同じ。）の日常点検、定期点検、法定点検等を計画的に実施し、

事故等が発生しないように保守管理を行うこと。 

(ｴ) 留意事項 

附属設備の保守管理を行う際には、製造元等と十分協議を行い、内容を熟知した

うえで安全かつ確実に作業を行うこと。 

イ 小規模修繕業務 

(ｱ) 施設等の修繕 

指定管理者の費用負担及び裁量で、施設等の保守管理等にかかる修繕（施設等の

劣化又は損傷した部分又は性能を事実上支障のない範囲まで回復させることをい

い、施設等の機能を向上させる目的での小規模な改修、改造及び改装に関しては、

修繕に含む。）等を行うこと。 

(ｲ) 修繕の額 
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原則として１件につき５０万円未満で、年間総額が１００万円を超えない範囲と

する。ただし、これを超える場合は市と協議の上実施すること。 

ウ 保守定期点検業務 

施設等が正常な機能を保持し、利用者が安全、快適かつ衛生的に施設等を利用でき

る環境を維持するため、維持管理する上で必要とされる保守点検業務を行うこと。正

常に機能しない又はしないおそれがある場合には、適切に応急の対応をするとともに、

速やかに市に報告すること。なお、保守点検及び管理業務の一部は、外部に委託する

ことができることとする。その他、市で新たに設置することとなった設備については、

市と協議の上保守管理を行うこととする。 

(ｱ) 施設等の保守点検等に関する業務 

ａ 空調・給排水衛生設備保守点検 

空調設備等は、その種類に応じ、冷媒系統・電気系統・外装その他の付帯機器

に関する保守点検を実施するほか、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に

関する法律（平成１３年法律第６４号）に定める空調・業務用冷蔵・冷凍機器の

管理・定期点検及びその記録の保管を行うこと。 

ｂ 消防用設備保守点検 

ｃ 収蔵庫消火設備保守点検 

ｄ 昇降機保守点検 

ｅ 自動ドア保守点検 

ｆ シャッター設備保守点検 

ｇ 自家用電気工作物保守点検 

ｈ 環境測定調査 

ｉ 衛生害虫駆除 

ｊ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）の

規定に基づく検査等の実施（空気環境測定等） 

ｋ その他関係法令等に基づく法定検査等の実施（建築設備定期点検、特殊建築物

定期検査等） 

(ｲ) その他の点検等に関する業務 

その他、施設等を維持管理する上で、必要とされる保守点検業務を必ず行い、安

全・快適な環境を維持することとする。 

ａ 天井・外壁の雨漏り・劣化、床、階段及び手すり等の劣化・損傷等、利用者の

安全に配慮した点検を行うこと。 

ｂ 施設の内装等の防腐・カビの発生の防止、扉・窓の正常な作動等の日常的な保

守を行うこと。 

ｃ 荒天後（降雪時も含む。）等は、施設内を巡回し、被害の有無を確認し、危険

個所については、適切な処置を行うこと。 

エ 備品の管理業務 

(ｱ) 保守管理 

備品（比較的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく使用に耐え

るもので、購入金額が単価１０万円以上の物品をいう。ただし、美術品については、

受入れ方法及び金額に関わらず対象とする。）について、施設の運営に支障が出な

いよう適切な保守管理を行い、常に良好な状態に保つこと。 

備品の取扱いについては、茅ヶ崎市物品会計規則及び関係規定の管理方法及び分

類方法によることとし、備品台帳と、実際に施設に設置される備品に齟齬がある場

合は、後者を正しいものとして保守管理すること。 

なお、備品の整理（移動等）をするとき又は廃棄が必要となったときは、市と協
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議すること。 

(ｲ) 美術品及び美術に関する資料（以下「美術品等」という。）の管理 

ａ 美術品等の保管 

材質や性質に適した環境を整え、定期的な状態調査を行い、損傷、汚損、カビ

及び害虫等に対する適切な管理を行うこと。 

ｂ 美術品等の補修及び額装等 

美術品等の補修及び額装等を行うときは、市と協議すること。 

ｃ 美術品等の館外貸出し 

美術品等の館外貸出しを受けようとする者から事前相談を受けた際には、使用

目的や使用方法等が適切であるかを確認し、速やかに市に取り次ぐこと。 

市が貸出しを決定した後は、貸出しの承認を受けた者と必要な調整を行った上

で、当該美術品等の貸出しを行うこと。 

ｄ 収蔵品データベースの管理運営 

(ｳ) 備品台帳の整備 

市の備品について、備品台帳を作成し、備品の管理を確実に実施すること。また、

備品台帳へ品名、規格、金額、購入年月日、設置場所等の事項を記載すること。 

(ｴ) 備品の破損時等の対応 

市の備品に破損や不具合等が発生した場合は、次のとおり対応すること。 

ａ 破損や不具合等の発生の経過について、速やかに市に報告するとともに、対応

について市と協議すること。 

ｂ 破損や不具合等の発生が、指定管理者の故意又は過失によるときは、市との協

議により、必要に応じて、これを弁償又は自己の費用で当該備品等と同等の機能

及び価値を有するものを調達すること。 

(ｵ) 備品の購入 

指定管理者の費用と責任において備品を購入する場合は、市と事前に協議するこ

と。 

(ｶ) 附属設備及び備品の設置 

指定管理者が、既存以外の附属設備又は備品を施設内に設置する場合には、事前

に市の承諾を得ること。また、持込備品管理簿を作成し、それらの備品等に標識（シ

ール等）を添付して帰属を明らかにすること。 

(ｷ) その他 

ａ (ｶ) について、指定期間が満了するとき（継続して指定管理者に指定されたと

きを除く。）又は指定管理者の指定を取り消されたときは、その取扱いについて

市と協議すること。 

ｂ コーヒーショップの施設等（調理器具等及びカフェ事業者により調達したもの

を除く。）の管理（修繕等を含む）についても指定管理業務の一部に含むものと

し、市及びカフェ事業者と連携及び協力しながら対応すること。 

なお、コーヒーショップにおける責任分担は概ね次のとおりとする。 

 

コーヒーショップにおける責任分担  
  

 

市 

（施設設置者） 

指定管理者 

（施設管理者） 

カフェ事業者 
（行政財産の目的

外使用により運営） 

修繕の初期対応、参考見積もり徴取   ○ ○ 

施設・備品の老朽化等に伴う修繕 ○ 〇    
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カフェ事業者の責任による修繕     ○ 

コーヒーショップ区域内の清掃   
○ 

（厨房を除く） 
○ 

グリストラップ清掃（厨房内）     ○ 

電球の交換   ○ 
 

ごみの処理   
 

○ 

建物の維持管理点検 ○ ○ ○ 

 

オ 清掃業務 

(ｱ) 清掃業務 

施設の円滑な運営のため、建築物環境衛生の維持と建物の清掃保全に努め、労働

安全法令及び衛生規則等を遵守し日常清掃及び定期清掃を実施すること。 

(ｲ) 清掃日 

毎開館日に、施設内、敷地内及びその周辺の日常清掃を実施することとし、定期

清掃については利用状況を考慮して実施すること。 

カ 保安警備業務 

(ｱ) 巡回警備 

施設内の秩序を維持し、事故、盗難、火災等が発生しないよう巡回・警備を行い、

利用者の生命、身体及び財産の保護に寄与すること。 

(ｲ) 閉館時の対応 

休館日や開館時間外等、指定管理者が直接施設等を管理できない時間帯は、警備

機械等を使用し、常時警備できる体制を整えること。なお、機械警備実施中に、警

備会社が事故発生を確認したときは、直ちに電話又は口頭で所要事項の連絡を受け

状況を把握するとともに、速やかに事故報告書（任意様式）を提出させること。 

キ 駐車場・駐輪場に関する業務 

駐車場及び駐輪場の管理を実施すること。 

なお、市では「公共施設附帯駐車場有料化の考え方（令和４年７月）」に基づき、

公共施設附帯駐車場の有料化の検討を進めている。本施設において、指定期間中に駐

車場を有料化することとなった場合には、市と協力し対応すること。 

ク その他の保守管理業務 

(ｱ) 機器の保守管理 

(ｲ) 電気、上下水道、電話（インターネットを含む）等の保守管理 

(ｳ) 植栽管理 

敷地内の植栽について、施設の美観を損なわないよう適宜手入れを行い、適切に

管理すること。 

(ｴ) 廃棄物の処理 

業務上発生した廃棄物は、法律や市が定める条例等に従って指定管理者の責任に

おいて次のとおり適正に処理するとともに、廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推

進に努めること。 

ａ 一般廃棄物と産業廃棄物とに分別すること。 

ｂ 一般廃棄物の処理（収集運搬）は、市の許可を受けた事業者に委託すること。

一般廃棄物は、指定管理者自ら一般廃棄物処理施設への搬入、若しくは、地域の

集積場所への排出も可能だが、地域の集積場所に排出する場合、当該集積場所が
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位置する自治会の承諾を得た上で、指定収集袋を使用し、制限内（1回の排出に

つき４０リットルまで）で排出すること。 

ｃ 産業廃棄物の処理（収集運搬・処分）は、県の許可を受けた事業者に委託する

こと。 

(ｵ) その他 

市が行う公共施設長寿命化のための建物維持管理点検、茅ヶ崎市環境マネジメン

トシステム（以下「C-EMS」という。）に基づく調書の作成等に協力すること。また、

新たに保守管理業務等の委託が必要となった場合には、市と協議の上で契約を締結

すること｡なお、保守管理の経費削減に努めること。 

 

(7) 経営管理に関する業務 

指定管理者は、施設の確実な管理運営を図るため、次の事項を適切に実施すること。 

ア 事業計画書及び収支予算書の作成 

次年度の事業計画書及び収支予算書を毎会計年度開始前までに市に提出し、承認を

得ること。当該年度中に変更が生じる場合は、事前に市と調整すること。 

イ 事業報告書、収支決算書及び業務報告書の作成 

(ｱ) 事業報告書及び収支決算書 

指定管理者は、次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決算書を作成し、

毎会計年度終了後６０日以内に市に提出すること。ただし、指定管理者の指定を取

り消されたときは、指定を取り消された日から起算して３０日以内に提出すること。

なお、利用状況については、月別・事業別に作成すること。 

ａ 事業の実施状況（事業名、実施回数、参加者数、不実施の事業の実績等） 

ｂ 施設等の維持管理の状況（清掃、警備、施設・設備保守点検、備品管理、小規

模修繕等） 

ｃ 施設等の利用状況（利用者数、稼働率、開館時間中に閉館した実績、利用不許

可、利用制限の件数及びその理由等） 

ｄ 利用料金及び観覧料等の収入、減免、還付の実績 

ｅ 決算の内容及び内訳等 

ｆ 利用者からのアンケート等による意見聴取の状況とその分析結果 

ｇ 団体の経営状況を説明する書類（当該年度の損益計算書、貸借対照表等） 

ｈ その他市が必要と認める事項 

(ｲ) 業務報告書 

指定管理者は、次に掲げる事項を記載した前月の業務報告書（月次報告書）を作

成し、毎月１５日までに市に提出すること。 

ａ 事業の運営の状況（事業名、実施回数、参加者数、不実施の事業の実績等） 

ｂ 施設等の維持管理の状況（清掃、警備、施設・設備保守点検、備品管理、小規

模修繕等） 

ｃ 施設等の利用状況（利用者数、稼働率、開館時間中に閉館した実績等） 

ｄ 利用者からのアンケート等による意見聴取の状況 

ｅ 利用料金及び観覧料等の収入、減免、還付の実績 

ｆ その他市が必要と認める事項 

ウ 自己評価等に関する業務 

(ｱ) アンケートの実施及び分析 

施設利用者及び事業参加者等を対象に、サービス等に関するアンケートを定期的

に実施し、分析を行うこと。 

(ｲ) 評価の実施 
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施設等の管理運営に関し随時自己評価を行い、日々の業務に反映させるほか、ア

ンケート結果、業務改善への反映状況等及び管理運営状況の自己評価を行うこと。 

(ｳ) 市への報告 

(ｱ) 及び(ｲ) の結果について、四半期ごとに実施するモニタリング調査の際に市

へ報告すること。 

エ 利用統計等に関する業務 

市から指示があった際には、施設に関わる利用統計や利用状況等をその指示に応じ

た形で期限までに報告すること。 

オ その他 

利用者等に対する意見聴取について、指定管理者が自らの判断で実施するもののほ

か、市が必要と認めその実施を求めたときは、これに応じること。 

 

(8) その他の業務 

指定管理者は、施設の円滑な管理運営を図るため、次の事項を適切に行うこと。 

ア 市及び関係機関との連絡調整業務 

(ｱ) 市が主催又は共催する事業に対し、支援及び協力すること。 

(ｲ) 市との定期的な打ち合わせを開催し、情報交換を密に行うこと。 

(ｳ) 関係機関との調整を誠実に行うこと。 

(ｴ) 施設の運営に関する各種照会に回答すること。 

(ｵ) 茅ヶ崎市附属機関設置条例(平成１０年茅ヶ崎市条例第４４号)に基づき設置さ

れた茅ヶ崎市美術品審査委員会の運営に協力すること。 

(ｶ) 神奈川県市町村共済組合の福利厚生施設として、施設利用に係る協力をすること。 

(ｷ) 他自治体からの視察等に対し、施設内外の案内及び説明を行うこと。 

イ 管理体制の整備等 

(ｱ) 管理体制の構築 

施設を円滑かつ適切に管理することが可能な体制を構築すること。 

(ｲ) 市への報告 

次に該当する事項が生じたときは、遅滞なく書面により市に報告すること。 

ａ 施設において事故が生じたとき又は事故が生じるおそれがあるとき｡ 

ｂ 施設等を損傷し､又は滅失したとき｡ 

ｃ 所在地､名称又は代表者の氏名に変更があったとき｡ 

(ｳ) 接遇の徹底 

施設に従事する全ての職員に対して公益の使命を自覚させ、来館者に対する接遇

を徹底すること。 

(ｴ) 文書の管理 

茅ヶ崎市公文書等管理条例（令和２年茅ヶ崎市条例第３号）の趣旨にのっとり、

施設の管理に関する文書を適正に管理すること。 

ウ 賠償責任及び保険への加入等 

(ｱ) 賠償責任の責務 

施設の管理業務の履行に当たり、指定管理者の責めに帰すべき事由により市又は

第三者に損害を与えたときは､その損害を賠償すること｡また、国家賠償法（昭和２

２年法律第１２５号）の規定により市が当該損害を賠償したときは指定管理者に対

し求償することができる｡ 

(ｲ) 保険等への加入 

必要な損害保険等に加入すること。 

エ 環境への配慮 
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(ｱ) 関係法令等の遵守 

別紙 ４C-EMS 活動方針の趣旨を踏まえ、業務の履行においては市の「エコオフ

ィス行動ルール」、「施設における省エネ運用マニュアル」に掲げる取組項目に配慮

し、省エネルギー、省資源、廃棄物等の削減に配慮するとともに、環境関連法令、

条例等を遵守すること。 

(ｲ) 再生紙の使用 

市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。 

オ バリアフリーに関する事項 

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想では、重点整備地区内（茅ケ崎駅・北茅ケ崎駅周辺

地区）にある生活関連等のバリアフリー化を具体化する特定事業を定めている。 

本施設は、重点整備地区内にある生活関連施設等に該当することから、事業主体で

ある茅ヶ崎市にて「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１

８年法律第９１号）」に基づく移動等円滑化基準への適合等を図るため、特定事業計

画を定めている。指定管理者は、関係法令等を遵守した上で、本計画で定めている特

定事業内容の達成に向けて、市と連携して事業を実施し、バリアフリー整備を進めて

いくこと。 

カ 情報公開 

茅ヶ崎市情報公開条例（昭和６１年茅ヶ崎市条例第２号）第２１条の規定を遵守す

ること。 

キ 情報セキュリティ対策 

情報資産を脅威から保護するため、情報セキュリティ対策を講じること。 

ク その他の留意事項 

(ｱ) 行政財産の目的外使用 

施設及び敷地をその目的以外の目的で使用することを希望するときは、茅ヶ崎市

市有財産規則（平成１１年茅ヶ崎市規則第４９号）第１６条の規定に該当すること

を市に確認した上で、必要な手続きを行うこと。 

(ｲ) 管理運営業務以外の事業の実施 

ａ 指定管理者は、管理運営業務以外の事業を、自らの費用と責任において、施設

の設置目的に適合する範囲内で実施することができる。事業の内容は、施設の活

性化を図るものやサービスの向上を目的としたものとすること。 

ｂ 実施に係る経費について、参加者等から参加料等を徴収することができる。 

ｃ 実施にあたっては、あらかじめ市にその旨を届け出て承認を受けること。 

ｄ 事業終了後、その実績を(7) イに規定する各報告書に記載すること。 

(ｳ) 施設内での喫煙 

施設内での喫煙は認めない。これは利用者同様、指定管理者や委託業者等につい

ても適用する。 

(ｴ) 施設内での飲食・飲酒 

施設内での飲食・飲酒は、指定された場所以外認めない。これは利用者同様、指

定管理者や委託業者等についても適用する。 

(ｵ) 調査及び監査等 

地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、指定管理者の適正な管理を確

保するため、市が当該施設の管理運営に関する業務又は経理の状況について、報告

を求め、調査し又は必要な指示をしたときは、これに応じること。 

(ｶ) 指定期間終了に係る業務 

ａ 業務の引継ぎ 

指定期間が終了したとき、又は指定を取消されたときは、市又は新たな指定管
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理者に対し、円滑にかつ支障なく美術館の業務を遂行できるよう引継ぎを行うこ

と。また、新旧指定管理者は、業務引継ぎの完了を示す書面を取交わし、その写

しを市に提出すること。 

指定期間の終了に先立ち、市又は新たな指定管理者による美術館の視察の申出

があったときは、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じること。 

ｂ 原状回復 

指定期間が終了したとき、又は指定を取消されたときは、直ちに施設等を原状

に回復すること。ただし、市の承認を受けたときは、この限りでない。 

(ｷ) ネーミングライツ 

市では企業などへの広告の機会を拡大するとともに、市の新たな財源を確保し、

健全で安定した財政基盤を確立することにより、地域経済の活性化及び市民サービ

スの継続的な実施を目的にネーミングライツの導入を目指している。指定期間中に

ネーミングライツの導入が考えられる場合は、「ネーミングライツ導入ガイドライ

ン」に基づき必要な対応について協力を行うこと。 

(ｸ) 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）において、インボイス発行事

業者登録や施設利用料等に関する適格請求書（インボイス）の交付等、必要な対応

を行うこと。 

(ｹ) その他 

施設の管理運営の中で新たに必要となった業務（寄附等により施設の内外に新た

に設置された構築物等の維持管理業務を含む。）等については、市との協議に基づ

いて実施することとする。 


